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２０１０年９月２３日 

大阪府知事 橋下 徹宛 

国際文化公園都市特定土地区画整理事業計画変更案（第４回）の 

「彩都中部地区」の事業計画の変更に対する意見書 

住 所茨木市中穂積一丁目５－Ａ２１０ 

氏 名        畑 中 孝 雄 

連絡先           電話 090-1248-0274 

土地区画整理法第７１条の３の第５号の規定により意見書を提出する。 
（意見書要旨およびその理由）  

彩都中部地区における事業計画の変更について、「変更すべきではない。即

ちこれらの無謀な彩都中部地区事業計画変更を中止して、文字通り『計画中止』

を強く求める」という立場から意見書を提出する。 
（その理由） 

本事業計画変更に反対する理由の第一は「西部地区の現状からして、中部地区の事業採算性

が成立する見通しは皆無で、ひいてはまちづくりや大阪府や茨木市・箕面市など地方公共団体

の行財政に重大な支障となることは必至である」ということです。まず事業計画変更に対する

意見を具体的に述べる前に、国際文化公園都市特定土地区画整理事業の現状について申し上げ

ます。本事業は阪神大震災の前年の１９９４年９月に事業認可・着工し、以来１４年間経過い

たしました。即ち事業認可・着工はバブル崩壊の３年後です。私達、「明るいいばらきをつく

る市民の会」は事業認可に対して、９４年１月に法に準拠して、当時の村山政権の建設大臣に

対して意見書を提出しました。その意見書の要旨は「本計画は必ず破たんする。計画に反対で

あり、抜本的な見直しが必要である」そして具体的には第一に、「事業の採算性が危ぶまれ、

ひいてはまちづくりや地元地方公共団体の行財政に重大な支障となることは必至である」と主

張しました。それに対する建設大臣の回答は「資金計画書の内容は適正なものと認められる」

でした。また意見書は「本事業の主な財源は公団の保留地処分金であるが、保留地の予定価格

（㎡あたり予定単価＝約２４万円）は近傍の宅地の公示価格や地価の動向から見て根拠がな

い」とも主張しました。それに対する建設大臣は回答は「保留地の予定価格は不動産鑑定士に

よる鑑定調査によって、算定されたものであり、適正なものと認められる」でした。では現状

はどのようになっているでしょうか。機構は本区画整理事業の西部地区において「１９９３年

度まで」から「２００６年度」に実施した事業の実績額は合計約９６４億円としています。ま
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た「２００７年度」から「２０１２年度」に西部地区における事業予定額は合計約３８２億円

としています。問題はこの事業について、多額の欠損金を計上する事が必至であるということ

です。この事業の主な財源は区画整理事業により確保した保留地の処分金ですが、地価の下落

と宅地需要の減退で処分はほとんど進んでいません。因みに西部地区で２０１０年４月末現在

の保留地指定面積は約５６．５㌶（最終は約６０㌶）であるが、譲渡処分済み面積は合計で約

１１．５㌶（処分率２０％）、処分価格も平均で１１万円／㎡と、当初処分予定価格２４万円

／㎡に遠く及んでいない。各年別処分状況は２００３年は１１件＝０．５㌶、２００４年は３

０件＝３．３㌶、２００５年は３０件＝０．９㌶、２００６年は６９件＝３．０㌶、２００７

年は１２件＝２．２㌶、２００８年は１件＝０．２㌶、２００９年は１件０．１㌶ととくに２

００７年以降は面積も処分価格も下落している。この現状から「事業の採算性が危ぶまれる」

との私達の指摘が正しかったことが証明されています。 

保留地予定地積に基づく資金計画は当初通りであるが、実際の中部地区の造成工事費は約１

５０億円と云われています。問題はこの事業について、西部地区同様、多額の欠損金－赤字を計

上する事が必至であるということです。前述のように、この事業の工事費の主な財源は土地区画

整理事業により生み出される保留地の処分金ですが、その予定面積は１０㌶、その処分予定価格

は平方メートルあたり平均７万円と試算され、その総額は７０億円となります。仮に全ての保留

地を売却しても約８０億円の欠損金を生じるのは必至です。 

事業計画変更に反対する理由の第二は「誘致施設用地として、国際文化施設地区１．２．が

計画され、種々の募集手続きはなされていますが、契約成立は経済情勢の激変で流動的で、そ

のリスクを「機構」が負うとしていますが結局、国民の税金で後始末することになる」という

ことです。 

とくに中部地区にイノベーション企業誘致ゾーンを新設して、「地域経済の活性化等のた

め、主に生産機能を中心とした産業拠点の形成を図る」として、その変更の理由を「産業・

都市構造や経済情勢の変化等を踏まえ、地域経済の活性化を図るため、中部地区に生産機能

の導入」として、用途地域を「準工業地域」に変更して、製造施設や物流施設など具体的に

は工場や倉庫など建設を可能にしました。これは「誘致施設を限定していては、土地処分が

進まない」、したがって「何でもありに転換する」というなりふり構わない方針です。 

  第２回彩都・中部地区開発戦略会議でも、出席していた大阪府副知事が「府議会でも、西部地区に

まだ空地があるのに、こういうことをするのかという議論がある。西部は住宅等については売れているが、

企業関係はまだ空いている。つまり西部も誘致を進めることが大事であるが、中部地区は違った概念

で、且つ、全体のコンセプトも守りながら進めていかなければならない。企業の希望があるのはいいが、

大きなコンセプトを大事にしたい」と発言しています。 

「機構」は２００９年と２０１０年に、「ニーズを反映した事業計画を進めるため、進出意向のある企業の

エントリーを募り」ました。なお募集の対象に工場、物流施設も加えたところ、進出意向の業種は「自動
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車部品、金属製品製造業が最多」とライフサイエンス系研究施設とおよそかけ離れたものとなっていま

す。さらに２０１１年春に立地企業と用地分譲契約を結ぶが景気悪化などで企業の進出計画の見直し

が相次いだ場合の開発リスクは「機構」が負うことになる」としています。これも西部地区の現状同様に

なるのは必至です。 

以上、２点の指摘について、「機構」は「国際文化公園都市特定土地区画整理事業は、国土交通

大臣が認可した事業計画に基づき、計画的に事業は実施されている。今回の事業計画変更は、

生産機能を拡充し、中部地区における研究開発拠点としての機能の充実を図るため、土地区

画整理事業の土地利用方針の変更を行うものであり、事業に支障を与えるものではないと考

える」というが、事業そのものの現状についての判断を避けるのは許されない。また事業全

体に支障を与えるものではないというが、その根拠も明示されていない。 

事業計画変更に反対する理由の第三は「製造施設や物流施設など具体的には工場や倉庫など

建設で、西部地区をはじめ周辺の住環境を悪化させ、住民の財産価値を低下させるともに、今

後の彩都や茨木市の街づくりに重大な障害になる」ということです。また今後の西部地区の保

留地や仮換地の処分や価格に大きなマイナスの影響を与えます。とくに西部地区に居住する住

民、進出した施設に大きな失望を与えることとなります。したがって、西部地区の街づくりに

少なからぬ障害となります。「機構」は「今回の事業計画変更は、生産機能を拡充し、中部

地区における研究開発拠点としての機能の充実を図るものであり、①地区外への緩衝機能と

して外周部に公園や緑地を配置する②立地施設については、地区計画で中部地区に相応しく

ない用途を制限する③市が進出企業と公害防止協定を締結するといった対策を講じることに

より、当初計画と比較して大きな変化はなく、同程度の地域環境となるものと考える」とい

うが、事業計画の内容を変更する場合は改めて環境アセスメントを実施した上で、３点につ

いて主張するなら根拠があるが、実施しないで主張するのは根拠はない。 

事業計画変更に反対する理由の第四は、事業計画の緑地面積では自然環境の保全に不十分で

あると言うことです。中部地区は本開発全体の地域内でも、もっとも自然豊かな里山が保全され

ている地域、初夏には猛禽類のサシバが子育てをしています。また最近、オオタカの営巣が確

認されており、その生息環境への影響も考慮に入っていません。また周辺には文教施設やレ

クリェーション施設が多数存在し、事業計画の変更は不適切であります。 

よって改めて、これらの無謀な中部地区の事業計画変更を中止して、「開発凍結」を継続し

て文字通り「計画中止」を強く求めるものです。 

 

 


